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役
割
を
担
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
国
で

実
際
に
養
育
費
を
確
保
で
き
て
い
る
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
は
全
体
の
約
25
％
、
４

人
に
１
人
で
あ
る
。
①
本
市
の
養
育
費

確
保
の
世
帯
数
は
。
②
養
育
費
確
保
の

取
組
は
。
③
養
育
費
が
確
保
で
き
な
い

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
今
後
の
支
援

は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答
①
養
育
費
確
保
は
、
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
５
９
４
世
帯
の
う
ち
、
約

25
％
の
１
４
８
世
帯
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
②
養
育
費
確
保
の
た
め
の
公
正
証

書
な
ど
の
法
的
効
力
を
持
つ
合
意
書
作

成
に
関
す
る
費
用
に
対
し
上
限
３
万
円

の
補
助
を
、
保
証
会
社
と
契
約
し
た
初

回
契
約
料
に
対
し
上
限
５
万
円
の
補
助

を
行
う
養
育
費
確
保
支
援
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
９
件
の
補

助
を
行
っ
た
。
③
養
育
費
の
確
保
は
、

離
婚
前
か
ら
の
養
育
費
の
取
決
め
等
が

重
要
と
考
え
て
お
り
、
早
期
に
相
談
で

き
る
よ
う
、
支
援
窓
口
や
養
育
費
確
保

支
援
事
業
に
つ
い
て
の
周
知
を
図
っ
て

い
く
。
さ
ら
に
、
母
子
・
父
子
自
立
相

談
員
に
よ
る
相
談
支
援
、
弁
護
士
相
談

会
や
離
婚
前
後
親
支
援
講
座
の
案
内
を

行
う
な
ど
、
養
育
費
を
受
け
取
れ
る
よ

う
相
談
対
応
し
て
い
く
。

市
税
の
未
収
入
金
の
徴
収
実
績
や
徴

収
対
策
に
つ
い
て

問
①
厳
し
い
財
政
運
営
の
中
、
令
和

４
年
度
市
税
の
現
年
課
税
分
及
び
滞
納

繰
越
分
の
収
入
額
、
収
入
率
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
か
。
②
収
入
未
済
額

の
多
い
税
目
は
何
か
。
③
徴
収
対
策
は

ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
か
。

答
①
令
和
４
年
度
の
市
税
全
体
の
収

入
額
は
、
現
年
課
税
分
が
約
１
３
８
億

３
０
０
万
円
、
収
入
率
は
99
・
４
％
。

滞
納
繰
越
分
が
約
６
１
０
０
万
円
、
収

入
率
は
26
・
７
％
、
合
計
１
３
８
億
６

４
０
０
万
円
、
収
入
率
は
98
・
３
％
。

②
収
入
未
済
額
は
約
２
億
２
１
０
０
万

円
、
個
人
市
民
税
約
１
億
１
１
０
０
万

円
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
約
９

８
０
０
万
円
で
あ
る
。
③
徴
収
対
策
は

早
期
に
滞
納
整
理
に
着
手
し
、
財
産
調

査
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
携
帯
電
話
へ
の

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
る
催
告
文
の

送
信
な
ど
迅
速
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
に
つ
い
て

問
ひ
と
り
親
家
庭
が
自
立
す
る
た
め

の
養
育
費
確
保
に
つ
い
て
、
養
育
費
の

不
払
い
が
全
国
的
に
社
会
問
題
化
し
て

い
る
。
養
育
費
は
子
ど
も
た
ち
の
生
活

費
・
学
校
関
係
費
用
な
ど
大
変
重
要
な

宮
みや

垣
がき

�秀
ひで

正
まさ

▪ 

市
税
の
未
収
入
金
の
徴
収
対
策
及

び
自
主
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

▪ 

ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
に
つ
い
て

な
機
能
を
担
う
地
域
支
援
員
、
地
域
お

こ
し
協
力
隊
員
を
新
た
な
担
い
手
と
し

て
設
置
し
て
い
る
。
組
織
づ
く
り
の
支

援
と
し
て
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
を
推

進
し
、
令
和
５
年
度
ま
で
に
23
の
住
民

組
織
の
中
で
18
の
組
織
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
。
加
え
て
、
集
落
対
策
に
関
す

る
県
の
支
援
制
度
を
活
用
し
て
い
く
。

問
農
業
振
興
に
つ
い
て
、
本
市
が
農

業
に
利
用
す
べ
き
と
定
め
た
農
地
が
約

４
４
０
０
ha
、そ
の
う
ち
約
２
千
ha
が
、

兼
業
農
家
や
退
職
後
農
家
を
し
て
い
る

70
歳
以
上
の
方
に
よ
り
守
ら
れ
て
い

る
。「
あ
と
５
年
で
き
る
か
な
ぁ
、
機
械

が
壊
れ
た
ら
も
う
で
き
ん
で
」
と
い
わ

れ
て
い
る
。農
地
の
地
域
計
画
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
る
の
か
。

答
営
農
条
件
が
良
く
守
る
べ
き
農
地

と
、
利
用
が
困
難
な
農
地
を
い
か
に
選

定
し
て
い
く
か
が
課
題
で
あ
る
。
先
行

事
例
等
情
報
を
し
っ
か
り
と
収
集
し
て

対
応
策
を
検
討
し
て
い
く
。
担
い
手
支

援
と
し
て
、
分
散
し
て
い
る
農
地
を
地

域
で
の
話
し
合
い
に
よ
り
集
約
し
、
作

業
効
率
を
向
上
さ
せ
る
。
農
地
集
約
は

地
権
者
の
理
解
の
下
、
利
用
権
の
交
換

を
し
た
り
、
畦
畔
の
除
去
な
ど
行
う
こ

と
で
費
用
対
効
果
が
期
待
で
き
る
。

避
難
行
動
促
進
と
避
難
場
所
環
境
整
備

問
防
災
教
育
に
つ
い
て
問
う
。

答
ひ
ろ
し
ま
マ
イ
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を

積
極
的
に
活
用
し
、
子
供
た
ち
の
学
び

を
深
め
る
と
と
も
に
、
保
護
者
用
配
信

シ
ス
テ
ム
「
す
ぐ
ー
る
」
で
も
周
知

し
、
家
庭
に
お
い
て
も
防
災
を
考
え
る

機
会
を
充
実
さ
せ
る
。

問
避
難
場
所
の
環
境
整
備
に
つ
い
て

問
う
。

答
体
育
館
が
避
難
場
所
と
な
っ
て
い

る
学
校
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
と

十
分
に
連
携
を
図
っ
て
い
く
。

　
避
難
場
所
に
お
け
る
ト
イ
レ
用
品
の

備
蓄
に
つ
い
て
は
、
組
み
立
て
式
の
洋

式
簡
易
ト
イ
レ
と
凝
固
剤
の
備
蓄
を
進

め
て
い
る
。
長
期
の
避
難
所
運
営
が
見

込
ま
れ
る
場
合
は
、
直
ち
に
国
や
県
、

災
害
協
定
を
締
結
し
て
い
る
レ
ン
タ
ル

事
業
者
に
調
達
、
設
置
を
要
請
す
る
。

中
山
間
地
域
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
、
商
店

の
閉
店
、
医
療
施
設
や
学
校
へ
の
交
通

手
段
な
ど
生
活
基
盤
整
備
は
緊
急
課
題

で
あ
る
。
今
後
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組

む
の
か
。

答
人
材
支
援
と
し
て
、
地
域
と
行
政

と
の
つ
な
ぎ
役
や
住
民
組
織
の
事
務
的

陶
すえ

�範
のり

昭
あき

▪ 

災
害
時
に
お
け
る
避
難
行
動
の
促
進

と
避
難
場
所
の
環
境
整
備
に
つ
い
て

▪ 

中
山
間
地
域
に
お
け
る
今
後
の
取

組
に
つ
い
て
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答
交
通
量
が
多
い
な
ど
、
草
刈
り
作

業
の
危
険
性
が
高
い
路
線
や
幹
線
道
路

は
、
基
本
、
年
１
回
実
施
し
て
い
る
。

草
木
対
策
は
市
民
の
協
力
が
必
要
で
あ

り
、
市
も
異
常
箇
所
の
早
期
発
見
、
迅

速
な
対
応
と
適
切
な
管
理
に
努
め
る
。

問
三
原
市
橋
梁
個
別
施
設
計
画
を
踏

ま
え
た
取
組
に
つ
い
て
問
う
。

答
平
成
24
年
度
に
策
定
し
、
令
和
４

年
度
に
２
回
目
の
見
直
し
を
行
い
、
計

画
的
な
点
検
、
補
修
工
事
を
実
施
し
て

い
る
。
本
市
が
管
理
す
る
１
０
３
５
橋

を
毎
年
約
２
百
橋
点
検
し
、
５
年
度
末

で
２
巡
目
の
点
検
が
終
了
。

　
橋
梁
点
検
は
診
断
結
果
が
４
段
階
に

区
分
さ
れ
て
お
り
、
健
全
度
区
分
の
悪

い
方
か
ら
２
番
目
で
、
早
期
措
置
段
階

で
あ
る
Ⅲ
判
定
と
な
っ
た
橋
梁
を
重
点

的
に
補
修
等
の
対
策
工
事
を
実
施
し
て

い
る
。
平
成
26
年
度
か
ら
30
年
度
ま
で

の
１
巡
目
点
検
で
判
明
し
た
74
橋
に
つ

い
て
５
年
度
末
で
70
橋
の
補
修
工
事
が

完
了
予
定
、
進
捗
率
95
％
で
あ
る
。

　
平
成
31
年
度
か
ら
４
年
度
ま
で
の
２

巡
目
点
検
で
健
全
度
区
分
Ⅲ
判
定
と

な
っ
た
橋
梁
は
24
橋
あ
り
、
５
年
度
末

で
16
橋
が
完
了
予
定
、
進
捗
率
は
67
％

で
あ
る
。

生
活
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い
て

問
道
路
の
維
持
管
理
・
安
全
対
策
に

つ
い
て
、
中
央
線
・
車
線
境
界
線
・
路

側
帯
及
び
、
横
断
歩
道
を
含
む
路
面
標

示
全
般
が
認
識
し
づ
ら
い
箇
所
へ
の
対

応
を
問
う
。

答
市
道
路
面
標
示
の
塗
り
直
し
は
、

令
和
２
年
度
か
ら
４
年
度
ま
で
の
３
ヵ

年
で
年
平
均
約
９
４
０
０
ｍ
実
施
済

み
。
５
年
度
は
約
２
３
７
０
０
ｍ
を
予

定
。
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等
の
補
修
は
、
年

平
均
３
百
ｍ
で
、
今
年
度
は
約
１
７
０

ｍ
を
予
定
し
て
い
る
。

問
要
望
件
数
と
対
応
し
た
件
数
は
。

ま
た
、
未
実
施
の
理
由
は
何
か
。

答
路
面
標
示
に
つ
い
て
は
、
令
和
２

年
度
か
ら
４
年
度
ま
で
の
３
ヵ
年
で
34

件
、
５
年
度
末
ま
で
の
対
応
を
含
め
32

件
。
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
69
件
中
、
58
件

対
応
済
み
で
あ
る
。

　
未
実
施
の
理
由
と
し
て
、
路
面
標
示

は
交
通
量
の
多
い
幹
線
道
路
や
交
差
点

な
ど
、
事
故
発
生
の
確
率
が
高
い
箇
所

を
優
先
し
て
い
る
こ
と
、
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
は
、
道
路
の
路
肩
の
高
さ
が
低
く
、

設
置
基
準
に
満
た
な
い
な
ど
で
あ
る
。

問
植
栽
や
道
路
脇
の
草
木
の
繁
茂
対

策
に
つ
い
て
問
う
。

市
税
の
未
収
入
金
の
徴
収
実
績
や
徴

収
対
策
に
つ
い
て

問
①
厳
し
い
財
政
運
営
の
中
、
令
和

４
年
度
市
税
の
現
年
課
税
分
及
び
滞
納

繰
越
分
の
収
入
額
、
収
入
率
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
か
。
②
収
入
未
済
額

の
多
い
税
目
は
何
か
。
③
徴
収
対
策
は

ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
か
。

答
①
令
和
４
年
度
の
市
税
全
体
の
収

入
額
は
、
現
年
課
税
分
が
約
１
３
８
億

３
０
０
万
円
、
収
入
率
は
99
・
４
％
。

滞
納
繰
越
分
が
約
６
１
０
０
万
円
、
収

入
率
は
26
・
７
％
、
合
計
１
３
８
億
６

４
０
０
万
円
、
収
入
率
は
98
・
３
％
。

②
収
入
未
済
額
は
約
２
億
２
１
０
０
万

円
、
個
人
市
民
税
約
１
億
１
１
０
０
万

円
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
約
９

８
０
０
万
円
で
あ
る
。
③
徴
収
対
策
は

早
期
に
滞
納
整
理
に
着
手
し
、
財
産
調

査
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
携
帯
電
話
へ
の

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
る
催
告
文
の

送
信
な
ど
迅
速
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
に
つ
い
て

問
ひ
と
り
親
家
庭
が
自
立
す
る
た
め

の
養
育
費
確
保
に
つ
い
て
、
養
育
費
の

不
払
い
が
全
国
的
に
社
会
問
題
化
し
て

い
る
。
養
育
費
は
子
ど
も
た
ち
の
生
活

費
・
学
校
関
係
費
用
な
ど
大
変
重
要
な

德
とく

重
しげ

�政
まさ

時
とき

▪ 

生
活
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い
て

▪ 

事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
を
受
け
て

問
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で
は
、
本
市
の

震
度
は
５
強
か
ら
６
強
と
予
測
さ
れ

る
。
能
登
半
島
地
震
に
対
す
る
本
市
の

支
援
と
、
本
市
が
被
災
し
た
時
の
支
援

受
入
態
勢
に
つ
い
て
問
う
。

答
本
市
か
ら
は
３
月
末
ま
で
に
輪
島

市
、志
賀
町
へ
11
人
派
遣
す
る
。ま
た
、

本
市
へ
の
支
援
の
受
入
れ
に
つ
い
て

は
、
訓
練
の
実
施
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問
「
男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
の

防
災
・
復
興
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
は
避

難
所
役
員
の
３
割
以
上
は
女
性
に
す
る

こ
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
、
女
性
や

子
ど
も
の
安
全
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

女
性
専
用
更
衣
室
や
授
乳
室
の
確

保
、生
理
用
品
や
下
着
等
は
女
性
ス
タ
ッ

フ
が
配
布
す
る
な
ど
の
対
応
を
問
う
。

答
女
性
や
子
ど
も
の
安
全
・
安
心
に

配
慮
し
た
避
難
所
運
営
に
努
め
る
。

問
能
登
半
島
地
震
で
は
、
被
害
の
大

き
く
な
い
地
域
で
も
マ
ン
シ
ョ
ン
３
階

４
階
で
家
具
転
倒
等
の
被
害
が
で
た
。

家
具
固
定
の
周
知
に
つ
い
て
問
う
。

答
家
具
固
定
の
方
法
や
費
用
を
具
体

的
に
広
報
し
、
自
分
や
家
族
を
守
る
対

策
の
実
施
を
周
知
し
て
い
く
。

高
齢
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て

問
さ
ま
ざ
ま
な
継
続
事
業
を
実
施
し

て
い
る
の
は
承
知
し
て
い
る
が
、
高
齢

者
の
中
に
は
「
自
分
は
何
も
し
て
も

ら
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
る
方
が
お

ら
れ
る
。
市
長
は
、
こ
の
意
見
を
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
対
応
す
る
か
問
う
。

答
市
長
就
任
後
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、

高
齢
者
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
仮
予
約
方

式
を
取
り
入
れ
、
早
期
接
種
を
円
滑
に

実
施
し
、
さ
ら
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
の
無
料
接
種
と
併
せ
て
行
う
こ

と
で
命
を
守
る
取
組
を
進
め
て
き
た
。

　
ま
た
、
地
域
共
生
セ
ン
タ
ー
や
権
利

擁
護
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
詐
欺
被
害
防

止
の
た
め
の
防
犯
機
能
付
電
話
機
購
入

支
援
や
認
知
症
高
齢
者
の
た
め
の
賠
償

責
任
保
険
へ
の
加
入
支
援
な
ど
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
令
和
６
年
度
予
算
で

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
体
力
が
低
下
し
た
高

齢
者
へ
の
健
康
ア
プ
リ
の
活
用
や
サ
ロ

ン
へ
の
専
門
職
の
派
遣
等
の
支
援
に
も

取
り
組
む
。
第
９
期
高
齢
者
福
祉
計
画

は
、
就
労
的
活
動
や
終
活
な
ど
生
活
支

援
対
策
を
新
た
に
位
置
づ
け
る
。

　
今
後
も
、
新
た
な
課
題
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
と
い
う
考
え
で
、
高
齢
者
の
思

い
に
も
し
っ
か
り
応
え
て
い
く
。

萩
はぎ

�由
ゆ

美
み

子
こ

▪ 

市
長
の
施
政
方
針
よ
り

▪ 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
を
受
け
て
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排
水
が
流
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を

な
ぜ
証
明
し
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
ま

た
、
佐
木
島
航
路
の
70
歳
未
満
の
運
賃

助
成
年
間
約
２
百
万
円
が
、
こ
の
３
月

で
公
平
性
を
理
由
に
廃
止
さ
れ
る
。
１

日
だ
け
の
さ
ぎ
し
ま
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
に

は
５
百
万
円
を
つ
ぎ
込
ん
で
い
る
。
島

民
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
あ
り
が
た
い
と

考
え
て
い
る
の
か
。

答
８
月
以
降
、
市
独
自
の
水
質
検
査

は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
関
係
住
民
の

不
安
は
解
消
さ
れ
て
お
ら
ず
、
市
独
自

の
水
質
検
査
を
定
期
的
に
実
施
す
る
方

向
で
、
先
般
水
質
検
査
を
開
始
し
た
。

佐
木
島
航
路
の
運
賃
支
援
は
、
激
変
緩

和
措
置
と
し
て
支
援
し
た
も
の
で
、
町

内
会
に
お
伝
え
し
、
一
定
の
理
解
を
頂

い
た
と
考
え
て
い
る
。

問
市
長
は
、
本
市
を
ど
の
よ
う
な
ま

ち
に
し
て
い
き
た
い
の
か
。
ま
た
そ
れ

を
図
る
評
価
指
標
は
何
か
。

答
市
民
の
皆
様
が
「
住
ん
で
良
か
っ

た
」
と
誇
り
を
持
て
る
ま
ち
を
め
ざ
し

て
い
る
。
そ
の
評
価
指
標
は
、
市
民
満

足
度
の
向
上
に
尽
き
る
と
思
っ
て
い

る
。
次
期
基
本
計
画
で
は
実
現
に
向
け

た
各
施
策
等
の
適
正
な
評
価
指
標
を
設

定
し
て
い
く
。

市
長
の
３
年
６
か
月
の
市
政
運
営
の
評
価

問
「
み
は
ら
元
気
創
造
プ
ラ
ン
（
後

期
基
本
計
画
）」
に
お
け
る
本
市
の
現

状
を
示
す
指
標
は
、
こ
こ
数
年
で
ほ
と

ん
ど
が
悪
化
又
は
現
状
維
持
で
あ
る
。

市
長
は
、
施
政
方
針
で
、
め
ざ
し
て
い

る
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
着
実
に
実

現
で
き
て
い
る
と
の
発
言
だ
っ
た
が
、

何
を
も
っ
て
そ
う
言
え
る
の
か
を
問
う
。

答
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
も
あ
り
、
計
画
通
り
進
ま
な
か
っ

た
事
業
が
多
数
あ
っ
た
。
目
標
で
あ
る

人
口
維
持
は
未
達
成
で
あ
る
が
、「
住

み
続
け
た
い
」「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

住
み
続
け
た
い
」
と
い
う
市
民
満
足
度

は
上
昇
傾
向
に
あ
る
。

　
市
長
が
就
任
時
に
表
明
し
た
「
納
得

感
と
ワ
ク
ワ
ク
感
を
持
て
る
ま
ち
」「
住

ん
で
良
か
っ
た
と
誇
り
を
持
て
る
ま

ち
」
の
実
現
に
向
け
た
各
取
組
は
、
成

果
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

問
「
み
は
ら
元
気
創
造
プ
ラ
ン
」
の

38
項
目
の
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で

は
、
27
項
目
が
不
満
足
と
な
っ
て
い

る
。市
長
は
、本
当
に
市
民
に
寄
り
添
っ

た
市
政
運
営
が
で
き
て
い
る
の
か
。
例

え
ば
、
本
郷
の
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分

場
は
、
明
ら
か
に
環
境
基
準
を
超
え
る

田
た

中
なか

�裕
ひろ

規
き

▪ 

市
長
の
３
年
６
か
月
の
市
政
運
営

の
評
価
に
つ
い
て

と
で
、
寄
与
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

う
い
っ
た
想
定
も
考
え
る
。
環
境
配
慮

手
続
条
例
に
つ
い
て
は
、
条
例
制
定

等
、実
効
性
の
あ
る
取
組
を
県
に
促
す
。

問
立
地
規
制
型
条
例
に
つ
い
て
、
法

令
順
守
の
立
場
に
反
駁
す
る
。
法
律
は

ツ
ー
ル
で
あ
り
、
社
会
の
問
題
を
解
決

す
る
薬
が
法
律
と
す
れ
ば
、
問
題
解
決

に
用
い
る
薬
（
法
律
）
は
、
法
律
の
専

門
家
に
よ
っ
て
、
解
釈
も
使
い
方
も
違

う
。
本
市
の
理
解
に
固
執
せ
ず
、
多
様

な
専
門
家
に
相
談
す
べ
き
で
あ
る
。
再

度
聞
く
。
施
行
時
期
に
つ
い
て
、
告
知

に
時
間
は
か
か
ら
な
い
。
即
時
施
行
は

可
能
と
考
え
る
が
聞
く
。
県
へ
求
め
る

環
境
配
慮
手
続
条
例
は
、
要
綱
で
な
く

法
規
で
あ
る
条
例
制
定
を
求
め
る
。

答
現
時
点
で
立
地
規
制
へ
の
方
針
変

更
は
考
え
て
い
な
い
。
今
後
の
状
況
に

よ
り
条
例
の
見
直
し
が
必
要
に
な
っ
た

場
合
は
、
多
様
な
知
見
を
聞
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
条
例
に
つ
い
て
は
、

あ
る
程
度
施
行
時
期
を
繰
り
上
げ
る
こ

と
は
可
能
と
考
え
る
が
、
条
例
公
布
と

施
行
を
同
時
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
県
に
対
し
て
は
随
時
進
捗
状
況
を

確
認
す
る
と
と
も
に
条
例
制
定
を
含
め

た
有
効
な
取
組
を
求
め
る
。

（
仮
称
）
水
源
の
保
全
に
関
す
る
条

例
等
に
つ
い
て

問
（
仮
称
）
水
源
の
保
全
に
関
す
る

条
例
案
に
つ
い
て
、
求
め
て
き
た
も
の

は
半
分
ま
で
進
ん
だ
と
理
解
し
て
い
る

が
、再
考
を
求
め
る
部
分
を
提
案
す
る
。

①
立
地
規
制
型
条
例
の
再
考
。
②
施
行

時
期
前
倒
し
を
求
め
る
。
裁
判
結
果
は

ま
だ
だ
が
、
仮
に
操
業
停
止
に
な
っ
た

場
合
、再
申
請
、再
許
可
が
想
定
さ
れ
、

そ
の
際
に
条
例
が
な
け
れ
ば
意
味
は
な

い
。
条
例
可
決
即
施
行
が
理
想
だ
。
③

住
民
合
意
形
成
に
つ
い
て
、
住
民
と
事

業
者
の
２
者
間
で
な
く
、
住
民
と
事
業

者
と
本
市
の
３
者
間
協
定
を
軸
に
制
定

を
求
め
る
。
ま
た
、
県
へ
求
め
た
環
境

配
慮
手
続
条
例
に
つ
い
て
、
三
原
・
竹

原
両
市
長
が
直
接
申
し
入
れ
た
が
、
進

捗
状
況
を
聞
く
。

答
①
立
地
規
制
型
は
、
関
係
法
令
に

矛
盾
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
り
法
令
順

守
と
い
う
立
場
か
ら
、
現
在
の
方
針
を

変
更
す
る
予
定
は
な
い
。
②
施
行
時
期

は
、
条
例
施
行
に
よ
る
対
象
事
業
者
が

多
く
十
分
な
周
知
期
間
が
必
要
で
あ
る

が
、
可
能
な
限
り
早
期
に
条
例
施
行
す

る
よ
う
検
討
す
る
。
③
３
者
協
定
に
つ

い
て
、
協
定
締
結
に
市
が
関
与
す
る
こ

正
しょう

田
だ

�洋
よう

一
いち

▪ 

本
郷
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
で

発
生
し
た
問
題
に
つ
い
て

▪ 

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

▪ 

交
流
・
関
係
人
口
獲
得
施
策
に
つ
い
て

▪ 

空
き
家
等
に
お
け
る
相
続
登
記
の

義
務
化
の
対
応
に
つ
い
て
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